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学生各位 

新型コロナウィルス感染拡大防止のための対応方針 

学 ⾧ 

 

 

新型コロナウィルス感染症について、緊急事態宣言が５月25日付で全面解除となりました

が、外出の自粛やイベントの開催制限等については、段階的に緩和することとされていま

す。 

学生諸君には、気を緩めることなく「３つの密」を避けることを徹底し、ソーシャルディス

タンシングの考え方に基づく取組を継続し、引き続き感染拡大防止に努めてください。 

 

〇基本的な予防対策等について 

・大学内外を問わず、必ずマスク等（タオルでも常時装着なら可、手作りマスク可）を着

用すること。 

・帰宅した際はもちろんのこと、外出先（大学を含む）においても手洗いや消毒を励行す

ること。 

・５月31日までは、県をまたいだ不要不急の移動は極力控えること。6月1日から18日まで

は北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川の５都道県への不要不急の移動は慎重に判断する

こと。 

・規則正しい生活を送り、体調管理に努めるとともに感染症対策をすること。 

・毎日、体温を測定し、記録しておくこと。 

※発熱・倦怠感・頭痛・咳等の感染の疑わしい場合は、自宅で休養するとともに毎日体温を測り記録す

る。また、不安がある場合には、各地保健所「帰国者・接触者相談センター」に相談する。 

【青森市保健所 TEL017-765-5280】 



 

〇授業等の大学生活における対応について 

・授業中は教員からの指示がない限り発声しないこと。 

・グループ討論を伴う授業では必ずマスク等を着用するとともに間隔に注意すること。 

・学内のパソコンを利用する場合には、必ず事前に備え付けの消毒液で手の消毒を行うこ

と。 

・窓を開けての換気により、室温が下がることがあるので、脱ぎ着しやすい服装で調整す

ること。 

・休み時間や昼食時、図書館を利用する際等は、接近して対面で座らず、近距離で会話し

ないこと。 

・サークル活動は「3つの密」を避けるなど適切な感染症対策を講じて行うこと。ただし、

県をまたいだ遠征や合宿等については前述の「基本的な予防対策等」に記載のとおりと

するとともに移動先の県の規制状況を把握し、それに従うこと。 

・通学する際にはできるだけ混雑するバスを避け、受講する授業に合わせて遅刻しないよ

うに時差通学すること。また、バス等の公共交通機関を利用する際には、必ずマスクを

着用し、会話を控えるなど各事業者の指示事項を遵守するとともに、つり革・手すりを

使用した際には手洗い、手指の消毒を励行すること。 

 

 

※新型コロナウィルス感染症対策専門家会議からの提言を受けて、厚生労働省が示した

「新しい生活様式」の実践例を参考に、一人一人が感染拡大の防止に努めてください。 




